
○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、

昭
和
六
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
、
簡
易
無
線

局
及
び
構
内
無
線
局
の
申
請
の
審
査
に
適
用
す
る
受
信
設
備
の
特
性
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

六
の
二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

六
の
二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
（
設
備
規
則
第
三
条
第
四
号
の
七
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交

信
（
設
備
規
則
第
三
条
第
四
号
の
七
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
無
線
局
の
審
査
に
適
用
す
る
受

設
備
規
則
第
三
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
局
の
審
査
に
適
用

信
設
備
の
特
性

す
る
受
信
設
備
の
特
性

［
１
・
２

略
］

［
１
・
２

同
上
］

［
七
～
二
十
二

略
］

［
七
～
二
十
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示

第
四
百
二
十
六
号
（
電
波
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

次
の
表
左
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

｡

［

］

、
同
左

無
線

局
周

波
数

無
線

局
周

波
数

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
71
8MH
zを
超
え
74
8MH
z以
下

［

］

718
MHz
を
超
え
74
8MH
z以
下

１
１

同
左

し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
90
0MHz
を
超
え
91
5MHz以

下
90
0MHz
を
超
え
91
5MHz
以
下

一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の

1,7
10M
Hzを
超
え
1,7
50M
Hz
以
下

1,7
10M
Hzを
超
え
1,7
50M
Hz
以
下

（全
部
を
含
む
区
域
を
そ
の
移
動
範
囲
と
す
2,01

0MH
zを
超
え
2,02

5MH
z
以
下

2,01
0MH
zを
超
え
2,02

5MH
z
以
下

る
も
の
に
限
る

）

2
,645

MHzを
超
え
2
,65
5MH
z以
下

2
,64
5MH
zを
超
え
2
,65
5MH
z以
下

。

3
,400

MHzを
超
え
3
,480

MHz
以
下

3
,400

MHzを
超
え
3
,480

MHz
以
下

3,
600
MHzを

超
え
4,
100
MHz
以
下

3,
600
MHzを

超
え
4,
100
MHz
以
下

4,5
00M
Hzを
超
え
4,9
00M
Hz
以
下

4,5
00M
Hzを
超
え
4,9
00M
Hz
以
下

27G
Hzを
超
え
28.
2GHz
以
下

27G
Hz
を
超
え
29.
5GHz
以
下

2
8.3
GHzを

超
え
2
9.5
GHz以

下

２
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
7
73MH

zを
超
え
8
03MH

z以
下

２

［

］

773
MHz
を
超
え
8
03MH

z以
下

同
左

し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
94
5MH
zを
超
え
96
0MH
z以
下

94
5MH
zを
超
え
96
0MH
z以
下

局
で
あ
っ
て
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
を
1,8
05M
Hzを
超
え
1,8
45M
Hz
以
下

1,8
05M
Hzを
超
え
1,8
45M
Hz
以
下

、

通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の

1,8
60M
Hzを
超
え
1,8
80M
Hz
以
下

（注

）

1
,86
0MH
zを
超
え
1,8
80M
Hz
以
下

（注

）

2
,01
0MH
zを
超
え
2
,02
5MH
z以
下

2
,01
0MH
zを
超
え
2
,02
5MH
z以
下

2
,64
5MHzを

超
え
2
,65
5MHz
以
下

2
,64
5MHzを

超
え
2
,65
5MHz
以
下

3,
400
MHzを

超
え
3,
480
MHz
以
下

3,
400
MHzを

超
え
3,
480
MHz
以
下

3,
600M

Hzを
超
え
4,
100M

Hz
以
下

3,
600M

Hzを
超
え
4,
100M

Hz
以
下

4,5
00M
Hzを
超
え
4,9
00M
Hz
以
下

4,5
00M
Hzを
超
え
4,9
00M
Hz
以
下

27GH
zを
超
え
28.2

GHz
以
下

27GH
z
を
超
え
29.5

GHz
以
下

2
8.3
GHzを

超
え
2
9.5
GHz以

下

［３
・
４

］

［３
・
４

］

略
同
左

［

］

［

］

注
略

注
同
左

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
三
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
別
表
第
二
号
第
１
か
ら
第
５
ま
で
、

別
表
第
二
号
の
二
第
１
か
ら
第
８
ま
で
、
別
表
第
二
号
の
三
第
１
及
び
第
２
、
別
表
第
二
号
の
四
並
び
に
別
表
第
三
号

の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線
局

事
項
書
等
の
各
欄
の
記
載
に
用
い
る
コ
ー
ド
（
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
を
除
く
。
）
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表
第
23
号
無
線
設
備
の
規
格
コ
ド

別
表
第
23
号

［同
左

］

ー

項
目

コ
ド

項
目

コ
ド

ー
ー

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

設
備
規
則
第
49
条
の
６
の
12
第
２
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
Ｔ
Ｄ
Ｎ
Ｒ
２

設
備
規
則
第
49
条
の
６
の
12
第
２
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

Ｔ
Ｄ
Ｎ
Ｒ
２

う
ち

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分

、

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

設
備
規
則
第
4
9条
の
６
の
1
2第
２
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
Ｌ
Ｏ
５
Ｇ

う
ち
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局

、

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
四
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ

及
び
第
二
項
第
二
号
ロ
、
別
表
第
二
号
第

の
６

コ
及
び
第

の
６

オ
並
び
に
別
表
第
三
号

の
規
定
に
基
づ

12

(2)

12

(3)

17
(3)

き
、
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
二
十
三
号
（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
技
術
的
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ

を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

[

一

略]

［
一

同
上
］

二

二
七

を
超
え
二
八
・
二

以
下
又
は
二
八
・
三

を
超
え
二
九
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

GHz

GHz

GHz

GHz

る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
送
信
装
置
で
あ
っ
て
、
二
七

を
超
え
二
九
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の

GHz

GHz

行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
送
信
装
置
の
技
術
的
条
件

の
技
術
的
条
件

［
１
～
６

略
］

［
１
～
６

同
上
］

７

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E.

212

に
準
拠
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
識
別
す
る
た
め

［
新
設
］

に
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
九
九
九
〇
〇
二
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
業

務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者

か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

８

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E

.
2
1
2

に
準
拠
す
る
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
に

［
新
設
］

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
業

務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者

か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
九
九
九
〇
〇
二
か
ら
始
ま
る
十
五
桁
の
十
進
数
字

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
総
務
省
告
示
第
三
十
一
号
（
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
無
線
設
備
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

一

無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の

一

［
同
上
］

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
１
～

略
］

［
１
～

同
上
］

13

13

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

［
新
設
］

14
［
二

略
］

［
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
六
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
総
務
省
告
示
第
三
百
四
十
四
号
（
外
国
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
電
波
法
第
三
章
に
定
め
る

技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
事
実
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
規
格
に
係
る
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人
が
法
第
百
三
条
の
五
第
一
項
の

二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
規
格
に
係
る
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人
が
法
第
百
三
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
本
邦
内
に
お
い
て
運
用
し
よ
う
と
す
る
同
項
第
一
号
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定

規
定
に
基
づ
き
本
邦
内
に
お
い
て
運
用
し
よ
う
と
す
る
同
項
第
一
号
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定

め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
の
事
実
は
、
当
該
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定
め
る
技

め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
の
事
実
は
、
当
該
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定
め
る
技

術
基
準
に
相
当
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告
又
はThird

G
eneration

Partnership
Project

術
基
準
に
相
当
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告Ｍ

.

1
4
5
7

、Ｍ
.

1
5
8
1

又
はＭ

.

2
0
1
2

に
定

に
定
め
る
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ

め
る
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て

れ
て
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う

い
る
も
の
（
本
邦
内
の
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
運

に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

［
１
～
６

略
］

［
１
～
６

同
上
］

７

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
規

［
新
設
］

(13)

定
す
る
技
術
基
準

８

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
四
に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の

［
新
設
］

(14)

十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

９

［
略
］

７

［
同
上
］

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

８

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
三

10

(20)

(1)

(20)

十
九
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

９

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第

11

(21)

(2)

(21)

十
九
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

三

二
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
規
格
に
係
る
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人
が
法
第
百
三
条
の
六
第
一
項
の

三

［
同
上
］

規
定
に
基
づ
き
本
邦
内
に
お
い
て
運
用
し
よ
う
と
す
る
同
項
第
二
号
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定

め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
の
事
実
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
も
の

（
本
邦
内
の
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
運
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
行
う
こ
と

１

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
行
う
こ
と

無
線
設
備
が
二
の
各
号
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告

無
線
設
備
が
二
の
各
号
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告

(一)

(一)

又
はThird

G
eneration

Partnership
Project

に
定
め
る
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に
適
合
す
る

Ｍ

.

1
4
5
7

、Ｍ

.

1
5
8
1

又
はＭ

.

2
0
1
2

に
定
め
る
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と

こ
と
に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
当
該
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び

に
つ
い
て
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
当
該
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装

包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
表
示
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と

又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
表
示
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と

［

略
］

［

同
上
］

(二)

(二)

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
七
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
ロ
及

び
第
七
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
七
項
並
び
に
別
表
第
三
号

及
び

の
規
定

44

45

に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
（
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無

線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

［
一

略]

［
一

同
上]

二

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
広

二

［
同
上]

帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

［
１
～

略]

［
１
～

同
上]

10

10

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E.

212

に
準
拠
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
識
別
す
る
た
め

［
新
設
］

11
に
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
九
九
九
〇
〇
二
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通

信
業
務
を
行
う
も
の
又
は
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事

業
者
か
ら
当
該
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告E.

212

に
準
拠
す
る
端
末
設
備
を
識
別
す
る
た
め
に
陸

［
新
設
］

12
上
移
動
局
が
使
用
す
る
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
も
の
又
は

電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
九
号
に
掲
げ
るI

M
S
I

の
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
電
気
通
信

番
号
を
使
用
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
等
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
九
九
九
〇
〇
二
か
ら
始
ま
る
十
五
桁
の
十
進
数
字

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
第
一
号
へ
、

第
四
十
九
条
の
六
の
十
第
一
項
第
一
号
ヘ
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
第
一
号
へ
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
九

第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
基
づ
き
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
通
信
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ

ス
テ
ム
の
無
線
局
が
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
通
信
は
、
二
八
・
二

を
GHz

超
え
二
八
・
三

以
下
の
周
波
数
の
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
で
あ
っ
て
、
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
免
許

GHz

人
又
は
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
（
二
、
五
七
五

を
超
え
二
、
五
九
五

以
下
の
周
波
数

MHz

MHz

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
免
許
人
を
提
供
主
体
と
す
る
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。



○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
十
七
条
及
び
別
表
第
五
号
第
三
の
三

の
規

（２）

定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
七
条
及
び
別
表
第

五
号
第
三
の
三

の
規
定
に
基
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
が
行
う
検
査
の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試
験
の

（２）

具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
１

無
線
局

（船
舶
局

船
舶
地
球
局

携
帯
無
線
通
信

（設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
第
１

無
線
局

（船
舶
局

船
舶
地
球
局

携
帯
無
線
通
信

（設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い

、
、

、
、

う
以
下
同
じ

）を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム

（設
う

以
下
同
じ

）を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム

。
。

、
。

。

備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び

（設
備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局

。
。

。
。

に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ

（設
備
規
則
第
三
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）の
基
地
局
を

を
除
く

）の
検
査
実
施
要
領

。
。

。

除
く

）の
検
査
実
施
要
領

。

［１
３
略

］

［１
３
同
左

］

～
～

［第
２
略

］

［第
２
同
左

］

第
３

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
第
３

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の

、

局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
の
検
査
実
施
要
領

基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
検
査
実
施
要
領

［１
３
略

］

［１
３
同
左

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
三
百
号

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
及
び
別
表
第
七
号
第
三
の
三

の
規

（２）

定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及
び
別
表
第

七
号
第
三
の
三

の
規
定
に
基
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試
験

（２）

の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

［１
・
２
略

］

［１
・
２
同
左

］

３
無
線
設
備
等

３

［同
左

］

［一
・
一
の
二
略

］

［一

・一
の
二
同
左

］

二
電
気
的
特
性

二

［同
左

］

点
検
の
項
目

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等

点
検
の
項
目

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等

１
周
波
数

［ア
オ
略

］

１

［同
左

］

［ア
オ
同
左

］

～
～

カ
ア
か
ら
オ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
携
帯
無

カ
ア
か
ら
オ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

携
帯
無

、
、

線
通
信

（設
備
規
則
第
３
条
第
１
号
に
規
定
す
る
も

線
通
信

（設
備
規
則
第
３
条
第
１
号
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
以
下
同
じ

）を
行
う
基
地
局
及
び
陸

の
を
い
う

以
下
同
じ

）を
行
う
基
地
局
及
び
陸

。
。

。
。

上
移
動
中
継
局
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

上
移
動
中
継
局
並
び
に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

、

テ
ム

（設
備
規
則
第
３
条
第

10
号
に
規
定
す
る
も

シ
ス
テ
ム

（設
備
規
則
第
３
条
第

10
号
に
規
定
す
る

の
を
い
う
以
下
同
じ

）の
基
地
局
及
び
陸
上
移

も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）の
基
地
局
及
び
陸
上

。
。

。
。

動
中
継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ

（設
備
規
則
第
３

移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る

、
。

条
第

15
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
以
下
同
じ

。
）の

基
地
局
に
あ
っ
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。
、

。

［
（ア

）
・
（イ
）

略

］

［
（ア

）
・
（イ

）

同
左

］

２
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

［ア
キ
略

］

２

［同
左

］

［ア
キ
同
左

］

～
～

ク
ア
か
ら
キ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
携
帯
無

ク
ア
か
ら
キ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

携
帯
無

、
、

線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局

広
線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び

、

帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び

に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

及
び
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は

次
の
と
お
り

、

に
あ
っ
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る

と
す
る

、
。

。

［
（ア

）

（エ

）

略

］

［
（ア

）

（エ

）

同
左

］

～
～

３
不
要
発
射
の
強
度

［ア
キ
略

］

３

［同
左

］

［ア
キ
同
左

］

～
～

ク
ア
か
ら
キ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
携
帯
無

ク
ア
か
ら
キ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

携
帯
無

、
、

線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
広

線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び

、

帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び

に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

及
び
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は

次
の
と
お
り

、

に
あ
っ
て
は

次
の
と
お
り
と
す
る

と
す
る

、
。

。

［
（ア

）

（キ

）

略

］

［
（ア

）

（キ

）

同
左

］

～
～

４
占
有
周
波
数
帯
幅

［ア
・
イ
略

］

４

［同
左

］

［ア
・
イ
同
左

］

ウ
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
携
帯
無
線
通
信
を
行

ウ
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

携
帯
無
線
通
信
を
行

、
、

う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
広
帯
域
移
動
無

う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
広
帯
域
移

、

線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移



継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
の
う
ち
ト
ン

動
中
継
局
の
う
ち
ト
ン
ネ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
無
線

ネ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
無
線
設
備
で
あ
っ
て
直
接

設
備
で
あ
つ
て

直
接
測
定
を
行
う
こ
と
が
困
難
な

、
、

測
定
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
空

も
の
に
つ
い
て
は

空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
電
波

、
、

中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
電
波
を
測
定
す
る

を
測
定
す
る

。
。

５
空
中
線
電
力

［ア
サ
略

］

５

［同
左

］

［ア
サ
同
左

］

～
～

シ
ア
か
ら
サ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
携
帯
無

シ
ア
か
ら
サ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

携
帯
無

、
、

線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局

広
線
通
信
を
行
う
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
並
び

、

帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び

に
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

陸
上
移
動
中
継
局
並
び
に
ロ

ー

カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

及
び
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は

次
の
と
お
り

、

に
あ
っ
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る

と
す
る

、
。

。

［
（ア

）

（ウ

）

略

］

［
（ア

）

（ウ

）

同
左

］

～
～

［６
20
略

］

［６
20
同
左

］

～
～

［注
略

］

［注
同
左

］

［三
略

］

［三
同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
三
百
一
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
（
平

成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
変
更
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
削
る
。



変

更

後

変

更

前

第
２
周
波
数
割
当
表

第
２
周
波
数
割
当
表

［１
７
略

］

［１
７
同
左

］

～
～

周
波
数
割
当
表

周
波
数
割
当
表

［第
１
表
略

］

［第
１
表
同
左

］

第
２
表

27.
5MH

z－
100

00M
Hz

第
２
表

27.
5MH

z－
100

00M
Hz

［略

］

国
内
分
配

（MH
z

）

無
線
局
の
目
的

周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件

［

同
国
内
分
配

（MH
z

）

無
線
局
の
目
的

周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件

（４
）

（５

）

（６

）

左

］

（４

）

（５

）

（６

）

［略

］

［略

］

［略
］

［略

］

［略

］

［

同

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

25
45－

25
75

移
動

（航
空
移
動
を
除
電
気
通
信
業
務
用
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

左

］

2545
－
26
55

移
動

（航
空
移
動
を
除
電
気
通
信
業
務
用
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

Ｊ
94

く

。

）

Ｊ
148

テ
ム
用
と
す
る

。

Ｊ
94

く

。

）

Ｊ
148

テ
ム
用
と
し

割
当
て
は
別
表
10

、

257
5－

259
5
移
動

（航
空
移
動
を
除
電
気
通
信
業
務
用
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

－
４
に
よ
る
。

Ｊ
9
4

く

。

）

公
共
業
務
用

テ
ム
用
と
す
る

。

一
般
業
務
用

25
95－

26
55

移
動

（航
空
移
動
を
除
電
気
通
信
業
務
用
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

Ｊ
94

く

。

）

テ
ム
用
と
す
る

。

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

第
３
表

1
0GH

z－
2
75G

Hz
第
３
表

1
0GH

z－
2
75G

Hz

［略

］

国
内
分
配

（GHz

）

無
線
局
の
目
的

周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件

［

同
国
内
分
配

（GHz

）

無
線
局
の
目
的

周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件

（４

）

（５

）

（６

）

左

］

（４

）

（５

）

（６

）

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［

同

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

27.5
－
28.2

固
定
衛
星

（地
球
か
ら
電
気
通
信
業
務
用

左

］

27
.5
－
28.5

固
定
衛
星

（地
球
か
ら
電
気
通
信
業
務
用

Ｊ
2
50
Ｊ
2
宇
宙

）

Ｊ
2
06
Ｊ
2
公
共
業
務
用

Ｊ
2
50
Ｊ
2
宇
宙

）

Ｊ
2
06
Ｊ
2
公
共
業
務
用

51
49

51
32
Ｊ
24
9

移
動

電
気
通
信
業
務
用
携
帯
無
線
通
信
用
と
し

割
当
て

移
動

電
気
通
信
業
務
用
電
気
通
信
業
務
用
で
の
使
用
は
携

、

は
別
表
10
－
３
に
よ
る

公
共
業
務
用

帯
無
線
通
信
用
と
し

割
当
て
は

。
、

一
般
業
務
用

別
表
10
－
３
に
よ
る
。

固
定
Ｊ
2
52

電
気
通
信
業
務
用

固
定
Ｊ
2
52

電
気
通
信
業
務
用

公
共
業
務
用

公
共
業
務
用

一
般
業
務
用

一
般
業
務
用

28.
2－

28.
3
固
定
衛
星

（地
球
か
ら
電
気
通
信
業
務
用

Ｊ
251

宇
宙

）

Ｊ
206

Ｊ
2
公
共
業
務
用

4
9

移
動

電
気
通
信
業
務
用

公
共
業
務
用



一
般
業
務
用

固
定

電
気
通
信
業
務
用

公
共
業
務
用

一
般
業
務
用

2
8.3－

2
8.5

固
定
衛
星

（地
球
か
ら
電
気
通
信
業
務
用

Ｊ
25
1

宇
宙

）

Ｊ
20
6
Ｊ
2
公
共
業
務
用

32
Ｊ
24
9

移
動

電
気
通
信
業
務
用

公
共
業
務
用

一
般
業
務
用

固
定

電
気
通
信
業
務
用

公
共
業
務
用

一
般
業
務
用

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注

国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注

［Ｊ
１
Ｊ
29
5
略

］

［Ｊ
１
Ｊ
29
5
同
左

］

～
～

［別
表
１
別
表
10
－
３

略

］

［別
表
１
別
表
10
－
３

同
左

］

～
～

［削
る

］

別
表

10
－
４

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
用
の
周
波
数
表

2
545

MHzを
超
え
2
575

MHz以
下

2
575

MHzを
超
え
2
595

MHz以
下
＊

25
95M

Hzを
超
え
26
45M

Hz以
下

＊

こ
の
周
波
数
の
使
用
は

、無
線
局
根
本
基
準
第
３
条
第
２
号
に
規
定
す
る
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
の
対
象

区
域
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
計
画
を
有
す
る
無
線
局
に
限
る

。

［別
表
11－
１
別
表
11－
３
略

］

［別
表
11－
１
別
表
11
－
３
同
左

］

～
～

国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注

国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注

［注
略

］

［注
同
左

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。




